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午後１時３０分開議

○議長（中井 勝君） 皆さん、こんにちは。

第９５回新温泉町議会定例会６日目の会議を開催するに当たり、議員各位には御多用

のところ御参集を賜り、厚くお礼を申し上げます。

本日は、平成３０年度一般会計及び特別会計、公営企業会計の決算認定並びに工事請

負契約の締結などを中心に議事を進めてまいりたいと存じます。

議員各位におかれましては、諸般の議事運営に御協力を賜り、適切妥当な議決が得ら

れますようお願いを申し上げまして、開会の挨拶といたします。

町長挨拶。

西村町長。

○町長（西村 銀三君） 議員の皆さん、こんにちは。

定例会第６日目の開会に当たりまして、一言御挨拶申し上げます。

昨日までの決算特別委員会では、いろいろな面で御指導をいただき、まことにありが

とうございました。

さて、本日の定例会は、人事案１件と、さらに追加議案としまして事件案２件を御提

案申し上げるものであります。議員各位におかれましては慎重審議を賜りますよう、よ

ろしくお願い申し上げます。

○議長（中井 勝君） ただいまの出席議員は１６名で、定足数に達しておりますので、

第９５回新温泉町議会定例会６日目の会議を開きます。

本日の議事日程は、お手元に配付しているとおりであります。

・ ・

日程第１ 諸報告

○議長（中井 勝君） 日程第１、諸報告に入ります。

去る９月１８日の会議以来、それぞれの会合に出席していますが、別紙の議会対外的

活動報告を見ていただくことで省略いたします。

次に、町長から報告がありましたらお願いいたします。

西村町長。
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○町長（西村 銀三君） 特にありません。

○議長（中井 勝君） 以上で諸報告を終わります。

・ ・

日程第２ 認定第１号

○議長（中井 勝君） 日程第２、認定第１号、平成３０年度新温泉町一般会計歳入歳

出決算の認定についてを議題といたします。

本案につきましては、決算特別委員会委員長の報告を求めます。

池田委員長。

○決算特別委員会委員長（池田 宜広君） それでは、決算特別委員会の報告をいたしま

す。

当委員会に付託をされました認定第１号、平成３０年度新温泉町一般会計歳入歳出決

算の認定については、９月１９日、２０日、２４日、２６日に委員会を開催し、審査を

行いました。審査の過程につきましては、１５名で構成する委員会でありますので、詳

細については省略をし、審査結果のみ報告をいたします。

認定第１号、平成３０年度新温泉町一般会計歳入歳出決算の認定については、採決の

結果、賛成多数で認定することに決定をいたしました。

以上、決算特別委員会の報告といたします。

○議長（中井 勝君） 委員長、御苦労さまでした。

委員長の報告は終わりました。

審査報告に対する質疑は、議長を除く１５名の議員で構成された委員会でありますの

で、省略いたします。

委員長、大変御苦労さんでした。

それでは、これから討論に入ります。

まず、本案に対し、反対者の発言を許します。

９番、谷口功君。

○議員（９番 谷口 功君） 失礼いたします。認定第１号、平成３０年度新温泉町一

般会計歳入歳出決算の認定について、反対討論を行います。

最初に、平成３０年度は、安倍政権、アベノミクスの推進を叫び、実質賃金が５０万

円も下がり、ワーキングプアは４３万人も増加しています。一方、日本の富豪４０人の

平平保平平産は ０００平円と、平成２４年平で倍増させています。そして、平成２５

年に続いて生活保護基準を削減をいたしました。最大５％の引き下げ、４７の制度に影

響を及ぼすことを公言しています。この影響は、例えば非課税限度額や最低賃金などに

も連動し、多くの分野で住民生活を圧迫する要因となっております。そのために、町行

政が住民に寄り添い、暮らしを支えることが重要だと予算委員会でも指摘をいたしまし

た。しかし町長は、おんせん天国の推進や、組織の改編を打ち出し、平成３１年度には

大規模な人事異動を実施をいたしました。それが行政組織の安定を欠き、結果として行
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政事務のミスや職員の事故を誘発する一因になっているのではないかと危惧をするもの

であります。

第２に、町長の権限や職責は憲法や地方自治法を初めとする法令に定められているこ

とも一般質問や予算委員会で議論をいたしました。しかし、町長は、憲法も法律も条例

もあるが、もっと大事にしていることがある。それは自分の良心と良識を大事にしてい

きたいと答弁をされています。それは独善につながると批判をいたしました。全ての公

務員は憲法や法令遵守が義務づけられています。町長と職員との間に乖離が生ずるので

はないでしょうか。

第３に、予算執行の問題であります。浜坂認定こども園移転改築問題の検討がストッ

プしていることは大きな問題であります。また、決算委員会でも指摘をいたしましたが、

地方自治法第９章で、財務について規定をされています。第２１０条で１会計年度にお

ける一切の収入及び支出は、全てこれを歳入歳出予算に編入しなければならないと定め

られています。総計予算主義の原則であります。児童福祉総務費の子育て支援パンフレ

ット作成事業費３１万 ０００円の予算が、なッか６万 １５２円のッーフレットにさ 

ま変わりをしています。この予算は、２９年度予算であったものが執行部の勝手な判断

で流され、３０年度に再計上されたものであります。金額の多寡の問題ではなく、議会

で議決された予算を誠実に執行する義務に反するものであります。この一例だけでなく、

さまざまな部署で類似する問題が散見されました。また、補正を繰り返す、あるいは予

算では事業の全体像の説明ができず、補正を繰り返すたびに事業規模が拡大している事

業も見られました。

そもそも予算や決算とはどういうものであるのか、再確認と反省を強く求め、反対討

論といたします。

○議長（中井 勝君） 次に、本案に対し、賛成者の発言を許します。ありませんか。

〔賛成討論なし〕

○議長（中井 勝君） そのほか、討論があれば。反対。

それでは、反対討論を許可いたします。

１１番、河越忠志君。

○議員（11番 河越 忠志君） それでは、平成３０年度新温泉町一般会計歳入歳出決算

の認定についての反対討論をさせていただきます。

１月の総務教育常任委員会では、夢ホールの鉄骨の溶接方法が設計と異なっていたこ

とが報告され、耐震診断では構造的な不同沈下はないとの内容でしたが、８月の委員会

での工事内容の報告では、不同沈下の矯正工事が含まれており、診断と補強計画の同時

に提出される内容に相違があるとしか理解できません。それを担当課はどのように理解

されているのか。また、鉄骨については溶接部分の全箇所調査が工事に含まれるべきで

あると考えますが、構造計画ではどのように判断されているのか。屋根のトラス組みは

部材の１つでも壊れれば屋根全体が崩落する可能性さえあり、担当課はそのことをどの
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ように理解されているのか。以前の議会で、屋根トラス組みだけでも更新すれば、耐久

性向上の面から費用対効果が高いと考えられますが、検討された報告はありません。多

くの疑問が残ったまま、少しずつおくれながら事業は進んでいます。

人は、誰でも過ちを犯すことがあります。間違えることがあります。１つ、「すこや

か～に」の建築整備点検報告が不必要に３０年近く継続されてきたこと。２つ目に、本

年度実施しました照来小学校普通教室エアコン設置工事では、電源設備の幹線の架空配

線の設計に不備があり、設計変更が必要になりました。３つ目、浜坂北小学校の昨年の

防火設備点検では、防火シャッターの安全停止装置が設置されていないにもかかわらず、

その設備が支障ないという報告がなされていました。これらはいずれも同一の建築士が

担当されていたわけですけれども、これは、誰でもどんな場面でも間違いと隣り合わせ

であることについて、行政担当者は常に念頭に置かなければならないと思います。

さきのような誤りについては、点検等を同じ点検者が繰り返すのではなく、次の点検

を他者が担えば、あるいは鳥取県、鳥取市などが実施している工事監理業務を設計者以

外の技術者が担当すれば、バックアップまたは改善されると思います。

このたびの夢ホール耐震改修工事では、既存部分については建築基準法の完成検査は

ありません。また、夢ホール耐震診断補強計画から耐震改修工事実施設計では、発注者

としてのチェックさえ放棄されていると思われ、第三者評価を受けないことだけが決定

されていました。工期は特段の理由なく先延ばしにされてきたように思います。何より、

実施設計業務に鉄骨の追加調査が盛り込まれ、計算書に未作成な部分があることを確認

するなど、発注業務の内容チェックが不十分なまま委託料が支払われたとしか認識でき

ない現状もあります。もしもそれが事実と反するとすれば総務教育常任委員会での報告

は偽りとなり、そのような事業推進も当然認められないことになります。

先日の福島原発、この事故を責任を追及する東電幹部の裁判では、３人全員の無罪が

言い渡されました。その判決理由に、当時は国が原発に絶対的な安全を求めていなかっ

たことが掲げられました。その国とは何でしょう。私は本来、国は国民の集合体である

と思っています。一方、司法は、国を行政部として捉えているようです。その代表が総

理大臣です。しかし、総理大臣が、安全でなくていいよと言うわけがありません。司法

の言い分は、国民の生命にかかわる重大なことでさえ国や行政が手を抜いてもいいと言

っているようで、司法判断に幻滅を感じ、大変な違和感を覚えました。

私も個人だけに責任を押しつけることには賛成できませんが、安心安全の確保に責任

者不在では済まされません。小さなことでも住民にとってどうか、そんな視点で事業が

進められるべきであり、大事業でも担当者個々の責任と判断の重なりが重要です。判断

にかかわる全員が安心安全に無頓着であれば、判断はとんでもない方向に進むことさえ

あります。それが飯綱町の研修により再確認できました。究極的には、安全は自分自身

で確保しなければならない。国も司法も最後はわかりません。しかし、住民に最も近い

行政組織である本町は、また町長は、住民に寄り添うスタンスで安心安全を確保してほ
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しいと思います。また、そう努力すべきだと思います。

私は誰を責めるつもりもありませんが、人は知っていることよりも知らないことのほ

うが多く、謙虚にわからないことを理解する努力をし、それでもわからなければ助言を

求め、結果として町民が幸福になるよう、事業を推進すべきだと考えます。そんな警鐘

を鳴らし、周りへの遠慮過多に陥っておられる町長への奮起のエールを送りたいとの思

いで、この認定に反対したいと思います。皆さんの御賛同をよろしくお願いいたします。

○議長（中井 勝君） そのほか討論はありませんか。

〔討論なし〕

○議長（中井 勝君） これで討論を終わります。

これから採決に入ります。

この採決は、起立によって行います。

本案に対する委員長の報告は、認定とするものです。

本案を委員長の報告のとおり認定することに賛成の諸君の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

○議長（中井 勝君） 起立１２、多数であります。よって、平成３０年度新温泉町一

般会計歳入歳出決算については、認定することに決定しました。

暫時休憩します。

午後１時４９分休憩

午後１時４９分再開

○議長（中井 勝君） 再開いたします。

ただいま休憩中に御協議いただきましたとおり、平成３０年度新温泉町特別会計歳入

歳出決算及び公営企業会計決算の認定については一括上程し、討論、採決は会計ごとに

行います。

・ ・

日程第３ 認定第２号 から 日程第１２ 認定第１１号

○議長（中井 勝君） 日程第３、認定第２号、平成３０年度新温泉町国民健康保険事

業特別会計歳入歳出決算の認定について、日程第４、認定第３号、平成３０年度新温泉

町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定について、日程第５、認定第４号、平成

３０年度新温泉町介護保険事業特別会計歳入歳出決算の認定について、日程第６、認定

第５号、平成３０年度新温泉町浜坂地区残土処分場事業特別会計歳入歳出決算の認定に

ついて、日程第７、認定第６号、平成３０年度新温泉町温泉地区残土処分場事業特別会

計歳入歳出決算の認定について、日程第８、認定第７号、平成３０年度新温泉町七釜温

泉配湯事業特別会計歳入歳出決算の認定について、日程第９、認定第８号、平成３０年

度新温泉町浜坂温泉配湯事業会計決算の認定について、日程第１０、認定第９号、平成

３０年度新温泉町水道事業会計決算の認定について、日程第１１、認定第１０号、平成
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３０年度新温泉町下水道事業会計決算の認定について、日程第１２、認定第１１号、平

成３０年度新温泉町公立浜坂病院事業会計決算の認定についてを一括議題といたします。

本案について、決算特別委員会委員長の報告を求めます。

池田委員長。

○決算特別委員会委員長（池田 宜広君） それでは、決算特別委員会の報告をいたしま

す。

当委員会に付託をされました認定第２号、平成３０年度新温泉町国民健康保険事業特

別会計歳入歳出決算の認定についてから、認定第１１号、平成３０年度新温泉町公立浜

坂病院事業会計決算の認定についてまでの１０会計については、９月２６日の委員会に

おいて審査を行いました。

審査の結果につきましては、１５名で構成する委員会でありますので、詳細について

は省略し、審査結果のみ報告をいたします。

審査結果は、認定第２号、平成３０年度新温泉町国民健康保険事業特別会計歳入歳出

決算の認定、認定第３号、平成３０年度新温泉町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算

の認定、認定第４号、平成３０年度新温泉町介護保険事業特別会計歳入歳出決算の認定、

認定第５号、平成３０年度新温泉町浜坂地区残土処分場事業特別会計歳入歳出決算の認

定、認定第６号、平成３０年度新温泉町温泉地区残土処分場事業特別会計歳入歳出決算

の認定、認定第７号、平成３０年度新温泉町七釜温泉配湯事業特別会計歳入歳出決算の

認定、認定第８号、平成３０年度新温泉町浜坂温泉配湯事業会計決算の認定、認定第９

号、平成３０年度新温泉町水道事業会計決算の認定、認定第１０号、平成３０年度新温

泉町下水道事業会計決算の認定、認定第１１号、平成３０年度新温泉町公立浜坂病院事

業会計決算の認定の特別会計６会計及び公営企業会計４会計については、全会一致で認

定することに決定をいたしました。

以上、決算特別委員会の報告といたします。

○議長（中井 勝君） 委員長の報告が終わりました。

審査報告に対する質疑は、議長を除く１５名の議員で構成された委員会でありますの

で、省略をいたします。

池田委員長、御苦労さまでした。

認定第２号、平成３０年度新温泉町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の認定に

ついて、これから討論を省略して採決したいと思いますが、御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（中井 勝君） 異議なしと認め、採決をいたします。

本案に対する委員長の報告は、認定とするものであります。

本案を委員長の報告のとおり認定することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（中井 勝君） 異議なしと認めます。よって、平成３０年度新温泉町国民健康
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保険事業特別会計歳入歳出決算については、認定することに決定しました。

認定第３号、平成３０年度新温泉町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定につ

いて、これから討論を省略して採決したいと思いますが、御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（中井 勝君） 異議なしと認め、採決いたします。

本案に対する委員長の報告は、認定とするものです。

本案を委員長の報告のとおり認定することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（中井 勝君） 異議なしと認めます。よって、平成３０年度新温泉町後期高齢

者医療特別会計歳入歳出決算については、認定することに決定しました。

認定第４号、平成３０年度新温泉町介護保険事業特別会計歳入歳出決算の認定につい

て、これから討論を省略して採決したいと思いますが、御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（中井 勝君） 異議なしと認め、採決いたします。

本案に対する委員長の報告は、認定とするものです。

本案を委員長の報告のとおり認定することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（中井 勝君） 異議なしと認めます。よって、平成３０年度新温泉町介護保険

事業特別会計歳入歳出決算については、認定することに決定しました。

認定第５号、平成３０年度新温泉町浜坂地区残土処分場事業特別会計歳入歳出決算の

認定について、これから討論を省略し、採決したいと思いますが、御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（中井 勝君） 異議なしと認め、採決いたします。

本案に対する委員長の報告は、認定とするものです。

本案を委員長の報告のとおり認定することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（中井 勝君） 異議なしと認めます。よって、平成３０年度新温泉町浜坂地区

残土処分場事業特別会計歳入歳出決算については、認定することに決定しました。

認定第６号、平成３０年度新温泉町温泉地区残土処分場事業特別会計歳入歳出決算の

認定について、これから討論を省略し、採決したいと思いますが、御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（中井 勝君） 異議なしと認め、採決いたします。

本案に対する委員長の報告は、認定とするものです。

本案を委員長の報告のとおり認定することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（中井 勝君） 異議なしと認めます。よって、平成３０年度新温泉町温泉地区
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残土処分場事業特別会計歳入歳出決算については、認定することに決定しました。

認定第７号、平成３０年度新温泉町七釜温泉配湯事業特別会計歳入歳出決算の認定に

ついて、これから討論を省略して採決したいと思いますが、御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（中井 勝君） 異議なしと認め、採決いたします。

本案に対する委員長の報告は、認定とするものです。

本案を委員長の報告のとおり認定することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（中井 勝君） 異議なしと認めます。よって、平成３０年度新温泉町七釜温泉

配湯事業特別会計歳入歳出決算については、認定することに決定しました。

認定第８号、平成３０年度新温泉町浜坂温泉配湯事業会計決算の認定について、これ

から討論を省略して採決したいと思いますが、御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（中井 勝君） 異議なしと認め、採決いたします。

本案に対する委員長の報告は、認定とするものです。

本案を委員長の報告のとおり認定することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（中井 勝君） 異議なしと認めます。よって、平成３０年度新温泉町浜坂温泉

配湯事業会計決算については、認定することに決定しました。

認定第９号、平成３０年度新温泉町水道事業会計決算の認定について、これから討論

を省略して採決したいと思いますが、御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（中井 勝君） 異議なしと認め、採決いたします。

本案に対する委員長の報告は、認定とするものです。

本案を委員長の報告のとおり認定することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（中井 勝君） 異議なしと認めます。よって、平成３０年度新温泉町水道事業

会計決算については、認定することに決定しました。

認定第１０号、平成３０年度新温泉町下水道事業会計決算の認定について、これから

討論を省略して採決したいと思いますが、御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（中井 勝君） 異議なしと認め、採決いたします。

本案に対する委員長の報告は、認定とするものです。

本案を委員長の報告のとおり認定することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（中井 勝君） 異議なしと認めます。よって、平成３０年度新温泉町下水道事
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業会計決算については、認定することに決定しました。

認定第１１号、平成３０年度新温泉町公立浜坂病院事業会計決算の認定について、こ

れから討論を省略し、採決したいと思いますが、御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（中井 勝君） 異議なしと認め、採決いたします。

本案に対する委員長の報告は、認定とするものです。

本案を委員長の報告のとおり認定することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（中井 勝君） 異議なしと認めます。よって、平成３０年度新温泉町公立浜坂

病院事業会計決算については、認定することに決定しました。

・ ・

日程第１３ 議案第９０号

○議長（中井 勝君） 日程第１３、議案第９０号、新温泉町防災行政無線整備工事請

負変更契約の締結についてを議題といたします。

上程議案に対する町長の提案説明を求めます。

西村町長。

○町長（西村 銀三君） 本件につきましては、新温泉町防災行政無線（デジタル同報

系）整備工事の請負契約を締結するにつき、新温泉町議会の議決に付すべき契約及び財

産の取得又は処分に関する条例の規定により、議会の議決をお願いするものであります。

内容につきまして、町民安全課長が説明をいたします。よろしくお願いいたします。

○議長（中井 勝君） 西村町民安全課長。

○町民安全課長（西村 徹君） 本件につきましては、追加議案となりましたことをお

わび申し上げます。

内容につきましては、新温泉町防災行政無線（デジタル同報系）整備工事請負変更契

約の締結についてでありまして、説明の都合上、追加議案の審議平料、追加ナンバー２

の１０９ページをお願いいたします。消費税率の引き上げについてということで、本年

１０月から１０％が適用されるに当たり、真ん中黒枠のポイントとしまして、契約日で

はなく、引き渡し日時点の税率が適用されますということで、右下の①から③のパター

ンのうち、本件の契約日は６月２５日、工期が来年の３月２５日いうことでありますの

で、本件は②のケースに当たり、新税率が適用されるものでございます。

１０８ページに戻っていただきまして、６月２５日に締結しました本工事が１０月か

ら消費税率が変更になることにより、当初請負契約が１平 ３４０万円で、引き上げ分

の２１０万円を加え、１平 ５５０万円となります。

それでは、追加議案、本文に戻っていただきまして、変更契約の内容は、契約の目的、

新温泉町防災行政無線（デジタル同報系）整備工事、契約の方法が随意契約、契約の金

額が２１０万円の増、全体額が１平 ５５０万円。契約の相手方、日本無線額額会額額
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戸支店支店長、倉田康司氏でございます。

以上、よろしくお願いいたします。

○議長（中井 勝君） 説明は終わりました。

これから質疑を行います。質疑はありませんか。

４番、阪本晴良君。

○議員（４番 阪本 晴良君） お尋ねいたしますけど、今のこれ単純に、もとの金額の

１平 ３４０万円に今度追加される２％を１けたら２１０万円にはならんのですけども、

そのあたり、何かもとの金額で減額するものはどういうものがあるでしょうか。

○議長（中井 勝君） 西村町民安全課長。

○町民安全課長（西村 徹君） 御質問の趣旨は、税込み額に計算されて合わないとい

う意味でしょうか。

○議員（４番 阪本 晴良君） わかりました。

○町民安全課長（西村 徹君） じゃあ、そういう御理解でお願いしたいと思います。

○議長（中井 勝君） いや、ちゃんと答弁せんと、じゃあそういうことでっていうの

はなしだで。これ議事録に残るから、質問に対してちゃんと回答してあげんとだめです

よ。

○町民安全課長（西村 徹君） はい、済みません。再計算して、消費税１０％という

ことで計算をして、その金額ということでございます。

○議長（中井 勝君） そのほか。

１１番、河越忠志君。

○議員（11番 河越 忠志君） 今回の契約については、工期自体が１０月１日を越えて

る契約になるわけですけれども、これが例えば建築の工事であったり、部分完成という

ものがもしもできれば、９月末での部分完成についての支払いについては８％で済んだ

んだろうと私は理解してます。今さら取り返しがつかないわけですけれども、そういっ

たことについての検討はなされたでしょうか。要は部分完成について検討されたかどう

か、お聞きしたいと思います。

○議長（中井 勝君） 西村町民安全課長。

○町民安全課長（西村 徹君） ６月２５日の契約書の規定に基づいての支払いという

ことで、それについては契約の条項にないということでございます。

○議長（中井 勝君） 河越議員、所管ですので。

そのほか。

〔質疑なし〕

○議長（中井 勝君） ないようですね。

それでは、お諮りをいたします。質疑を終結し、討論を省略して採決したいと思いま

すが、御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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○議長（中井 勝君） 御異議なしと認め、採決いたします。

本案を原案のとおり決定することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（中井 勝君） 異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおり可決され

ました。

・ ・

日程第１４ 議案第９１号

○議長（中井 勝君） 日程第１４、議案第９１号、平成３０・３１年度新温泉町

（新）残土処分場建設工事請負変更契約の締結についてを議題といたします。

上程議案に対する町長の提案説明を求めます。

西村町長。

○町長（西村 銀三君） 本件につきましては、平成３０・３１年度新温泉町（新）残土

処分場建設工事の請負変更契約を締結するにつき、新温泉町議会の議決に付すべき契約

及び財産の取得又は財産に関する条例の規定により、議会の議決をお願いするものであ

ります。

内容につきまして、建設課長が説明をいたします。よろしくお願いいたします。

○議長（中井 勝君） 山本建設課長。

○建設課長（山本 輝之君） この議案につきましても、追加議案になりましたこと、お

わび申し上げます。

それでは、議案９１号、平成３０・３１年度新温泉町（新）残土処分場建設工事請負

変更契約の締結について、説明をさせていただきます。

この工事につきましては、昨年の９月に、３１年度分のこ務を含めた１３平 ８４０

万円で額本・山陰特別共同企業体と契約をいたしまして、９月１８日から着手をいたし

まして１年を経過しております。この変更契約の内容につきましては、先日の補正予算

で概略につきましては説明させていただいたところですけども、追加の審議平料で説明

させていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。

追加ナンバー２の審議平料、まず１１１ページのＡ３の造成計画平面図をお開きいた

だきたいと思います。工事の概要としましては、ページの左上側です。白丸ですけども、

記載させていただいておりますように、調整池工、地盤改良工、場内道路工と造成工で

ございます。この工事は地盤改良が大きなウエートを占めておりまして、約２０メート

ルの軟弱地盤を、くい打ちの大型機械で土の中の軟弱土とセメントの固化剤を攪拌いた

しまして、そのままの位置で深層まで強固な柱状のくいを形成する工事となります。

３０年度分は繰り越しさせていただきましたが、天候にも恵まれまして、ここまで順

調に進捗をしております。しかしながら、地面の中の工事でございますので、施工の段

階ではくいの長さが予定より長くなったり短くなったり、長さに変化がありまして、ま

た、地質のほうですけども、目標の強度を出すために、添加剤のセメント量をふやした
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り減らしたりということで調整をしながら施工をしてまいりました。しかし、８月にな

りまして、添加剤のセメント量につきまして最終的なおおむねの量が見えてきたこと、

また、現場の奥に向かって右側の三谷地区側ですけども、山の掘削をしておりまして、

進入路、道路がありますけども、そこを施工しましたが、施工の法面について岩盤が出

てくることは予想していましたけども、その量が予定より多くなり、また、かたい岩が

出てきたということで、施工方法も変更しなければならないということになりました。

工事概要の変更箇所を説明させていただきます。下線部分が変更になるところでござ

います。上から２つ目の白丸の地盤改良工ですけども、くい工の ９８０本は変わりま

せんけども、改良材の添加量が増加するというものでございます。上から３つ目の白丸

でございますが、場内道路工です。道路幅員７メートル、延長２８⒋９５メートル、土

工の掘削は９万８６０立米ということであります。この中には、当初やわらかい軟岩、

岩を想定したというところでしたけども、かたい岩が出現してきたため掘削方法の一部

が変更となりまして、土工、掘削の土砂部分であった箇所が岩になるなど、内容が変更

することになりまして、内訳が変わるものでございます。また、岩盤が出てきたため、

法面の法上げで岩盤整形工 ２８０平米が追加となりまして、法面の法生工は法に岩盤

が出てきたため必要ない箇所がありまして、当初の ６５０平米を見込んでおりました

が、 ９００平米に減となったものでございます。

次に、地盤改良の変更内容につきまして説明させていただきます。１１２ページをお

願いいたします。１１２ページに地盤改良工の平面図として施工範囲の図面をつけさせ

ていただいております。左側が調整池の堤体となります。図面左側の太枠、Ａ、Ｂ、Ｃ

が調整池の堤体基面でございます。 １６２本の地盤改良が既に完がしております。図

面右側でございます。右側のほうが残土を盛ります盛り土基面ということになります。

ＤからＤの工区で１６区分となりまして、 ８１８本のくい基Ｄを現在施工中でござい

ます。工区を分けている理由といたしましては、深さによって歩１かりが若干変わるた

め、ＡからＤの区分ごとに積算をしているものでございます。

この図面の丸Ａから丸Ａの断面ということで、次の１１３ページにその断面をつけさ

せていただいております。この断面図で地盤改良工の添加剤のセメントの増加した要因

を図に示したものとなります。上の図の左側が調整池の断面図で、右が残土を持ってい

く箇所の断面図となります。地盤改良の目標値としましては、左側の調整池では、改良

強度１平米当たり２０２キロニュートン、また右の残り土盛り土工の箇所では、同じく

１平米当たり５００キロニュートン、後ろ側が５５０キロニュートンということで、地

耐力を確保するための改良工事でございます。

下側の四角で囲った絵がございます。地盤の断面図で、地層種別によりましてセメン

トの添加量を示す図面となっております。左の四角がＡからＣの工区で、調整池の堤体

基面の変更前と変更後を示しております。右の四角がＤからＤの残土盛り土基面の地層

の変更前と変更後を示しております。
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変更内容といたしましては、どちらも変更前の図は、設計時の土質調査及びセメント

配合試験の結果によりまして地層を２分割して添加量を決めております。上半分が腐法

土、法物が腐って堆積した土となりますけども、その地層でございますが、下の半分が

粘性土を示しております。例えば、一番左側の四角の中の図、ＡからＣの調整池の堤体

基面の当初設計分でございます、変更前ということになりますけども、深さが２２メー

トルで、そのうち上の１０メートルが第１層で腐法土地層でございまして、１立米当た

り１４０キログラムのセメントを添加するということになってまして、また、下の第２

層の粘性土につきましては、１立米当たり１１０キロを添加するという設計でございま

した。右のＤからＤの残土盛り土基面、変更前ですけども、同じく第１層が１０メート

ルということで、１立米当たり１８０から１９０グラムの添加量、下の第２層は１立米

当たり１４０キログラムを添加するという設計としておりました。

しかしながら、施工時も配合試験をいたしておりまして、その結果では、第１層の腐

法土ですけども、もともと法物系の平機物が多い土ということであります。一番上の層

が設計時より腐法が進んでおり、また、土の含水平、水を含んでいる量が当時よりは多

くなっているということがございました。そのため、目標の強度を出すためセメントの

添加量をふやす必要を生じまして、変更後の図面にありますように、それぞれ第１層を

さらに２分割いたしまして、設計時の添加量、そのままでよい下側の層と、さらに添加

量を増加する必要がある上側の層に分けまして、左の調整池堤体基面では、上の４メー

トルを１立米当たり、１９０グラム、左の残土盛り土基面では、１５メートルを１立米

当たり３７０から４００キログラムにセメント配合量を増加、調整する必要が生じたも

のでございます。

この断面図の上の白い部分がございます。その部分⒈５メートルでございますが、地

盤改良の機械を据えるため、三谷側の山から掘削した真砂土で⒈５メートルの盛り土を

施工いたしました。その部分に機械を乗せていくということで、そういうことをしてい

るものでございます。

次に、かたい岩盤出現によります変更内容を説明させていただきます。１１４ページ

に場内の道路工の断面図をつけております。この図では、場内道路工の岩盤掘削、岩盤

整形の変更内容を示したものでございますけども、まず変更前の断面図を見ていただき

ますと、当初になります変更前ですけども、中層部の軟岩Ⅰまたは斜線の部分の軟岩Ⅱ

の表示箇所の岩のかたさというのは、当初調査いたしました結果から平較的やわらかい

ものと判断しておりました。しかし、施工していたところ、深い箇所でかたい岩が出て

きたため、かたさを確認しましたところ、下の図の変更後の図面の結果となりまして、

変更前の上の図面と平べていただきますと、変更後では土砂とその下の軟岩Ⅰの面積が

減って、軟岩Ⅱとかたい岩である中硬岩を合わせた面積がふえております。

地層の区分の中で軟岩Ⅱのかたさにつきましては、かなりの幅を持っているようでご

ざいます。この変更後の軟岩Ⅱというのは、かたいほうの側の岩になります。その掘削
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方法につきましては、中硬岩部分を含めまして、大型ブレーカーによる掘削が必要とな

ったというものでございます。このことによりまして岩盤整形工も追加となって、工事

費が増加するものでございます。

次に、消費税の改正による変更につきまして説明させていただきます。平料の１１５

ページをごらんいただきたいと思います。先ほどの議案で消費税の引き上げの説明があ

りましたので、一部省略させていただきます。同じ内容の平料になりますけども、この

たび、新残土建設工事の当初契約の変更につきましては、ケース３に当たります。右下

の図でございます。ケース３といいますのは、当初契約の契約日が指定日の４月１日以

前で、引き渡し日が施工日の１０月１日以降になるというものでございます。下のほう

で、このまま変更しなければ旧税率の８％となるところでございますが、平料の点線の

枠の中になります、指定日の４月１日以降に増額変更するということになりますので、

その増額変更分に対しましては、新税率の１０％が適用されるというものでございます。

工事の変更増額分のみ１０％で、もともとの契約額は旧税率の８％のままということに

なります。この契約でございますけども、当初契約日が平成３０年９月１８日、工期が

令和２年３月２５日ということになりますので、そして増額変更日が９月末という予定

です。このたび増額変更に当たりましては、増額分のみ新税率の１０％を適用して契約

変更をお願いするものでございます。

変更内容を整理したものが審議平料の１１０ページとなります。１１０ページをお願

いいたします。１の変更理由につきましては、地盤改良材の添加量の増加及び岩質の変

化に伴う掘削工法等の変更並びに消費税率の引き上げにより契約内容を変更（増）する

ものでございます。

２の変更内容でございますが、まず⑴でございます。工事内容でございますが、地盤

改良は、くいの本数は変更後も ９８０本と変わりませんが、改良材の添加量の増加に

よる変更増ということであります。場内道路工の土工の中硬岩掘削と、岩盤整形 ２８

０平米を追加と、岩盤が多くなかったことで法生工の面積が ９００平米に変更減とな

るものでございます。⑵でございますが、消費税は増額分のみ１０％が適用されるとい

うものでございます。

３の契約変更金額につきましては、当初請負額は１３平 ８４０万円で、今回の変更

金額２平 ６７７万 ５００円。内訳といたしまして、工事の変更によるものが２平  

９７９万 ０００円、消費税率アップ分を含めました消費税１０％で、額が ６９７万 

５００円となります。変更後の請負額は１６平 ５１７万 ５００円でございます。  

相当に大きな増額となっておりますが、当初契約金額の２０％増となります。もともと

平地では３ヘクタールの中の地盤改良でありますし、また、かたい岩が出てきておりま

す右側の山の高さは３０メートルぐらいあります。大規模な工事の変更であるため数量

も大きいということで、金額も大きくなっております。何とぞ御理解をいただくように、

よろしくお願いいたします。

－１７－



なお、この増額につきましては、残土処分場の使用料に反映するように見直しを考え

ているところでございます。

それでは、議案に戻っていただきたいと思います。１の契約の目的、平成３０・３１

年度新温泉町（新）残土処分場建設工事。２契約の方法、随意契約。３契約の金額、２

平 ６７７万 ５００円増、全体金額１６平 ５１７万 ５００円。契約の相手方、兵   

庫県美方郡新温泉町芦屋３３８番の１、平成３０・３１年度新温泉町（新）残土処分場

建設工事、額本・山陰特別共同企業体代表、額本建設工業額額会額代表取締役額長、額

本寛氏。なお、仮契約につきましては、９月２７日に締結をしております。

以上、よろしくお願いいたします。

○議長（中井 勝君） 聞き取りにくかったけど、わかりましたね。

説明は終わりました。

これから質疑を行います。質疑はありませんか。

１４番、竹内敬一郎君。

○議員（14番 竹内敬一郎君） かなり専門的なことは、ちょっと私もわからないんです

けれども、何点かちょっとお聞きします。初めに、増量するセメントなんですが、この

セメント１袋のキロ数、何キロのセメントを使われるのか、それと、そのセメントの種

類は普通セメントなのかどうかということと、実際この残土を受け入れするようになっ

た場合に、この場内道路工、入っていって多分残土の搬入すると思うんですが、この場

内道路工、２８⒋９５メートルですか、この奥まで入ってここから残土を移すと、そう

いうふうに理解したらよろしいのでしょうか。

それと、この追加金額に伴って、前回でもちょっと少し質問しましたけれども、当然

人件費、材料費、機械費が増加するわけです。それで、私のちょっと今の認識からいえ

ば、何か納期は最初のまま間に合うというふうな、聞いてたんですけれども、行政とし

てこの追加の金額を承認するに当たって、例えば施工日数、作業人員、これ当然増加す

るわけなんですけれども、一般的に考えれば、施工日数、人員が増加すれば施工の工程

も延びるような印象を受けるんですけれども、それでなおかつ工程は大丈夫となると、

施工の工程表っていうのは、業者と行政の間で工程表の確認っていうのは、きっちりで

きてるんですか。その辺ちょっと確認させてください。

○議長（中井 勝君） 山本建設課長。

○建設課長（山本 輝之君） セメントでございます。セメントにつきましては、ばらの

１トンということであります、ばらでございます。高平機質の特別のセメントでござい

ます。

それから、残土の受け入れの法方でございます。今、場内道路を図面で上げさせてい

ただいてます。２８⒋９５メートル入っていただきまして、その後はその都度、場内に

道路をつくりまして、おろしてくヤードまで延ばして入ってもらうということでござい

ます。
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それから工程の関係でございます。工程の関係につきましても、この変更契約のとき

に業者と協議をして、何とか工期でおさまるようなことで調整をして、工程もつくって

いただいたところでございます。以上でございます。

○議長（中井 勝君） １４番、竹内敬一郎君。

○議員（14番 竹内敬一郎君） 工程は納期に間に合うようにつくっていただいてるとい

うことなんですけれども、その中身です、私言ってるのは。追加の予算に対して、どれ

ぐらいの作業日数が延びて何人役ふえてるかという、そういうことも把握してるのかど

うかということです、聞いてるのは。

○議長（中井 勝君） 山本建設課長。

○建設課長（山本 輝之君） 申しわけありませんけど、今手元にありませんので、ちょ

っと調べさせていただきます。

○議長（中井 勝君） 暫時休憩します。

午後２時３０分休憩

午後２時３５分再開

○議長（中井 勝君） それでは、再開いたします。

山本建設課長。

○建設課長（山本 輝之君） お待たせしました、済みません。工期の関係でございます

けども、何人役ということではなくて、大型機械を使うということでございますので、

作業日数につきましては、岩が出たことによって延びますけども、機械の台数をふやし

て対応するということで、予定どおりの工期で行えるようにということで調整したとい

うものでございます。

○議長（中井 勝君） １４番、竹内敬一郎君。

○議員（14番 竹内敬一郎君） 機械の台数をふやすということは、当然、オペレーター

がふえるわけですよね。だから、その辺の、私が言いたいのは、どの機械を使って、こ

の増加分の機械代が幾ら、そういう内訳がわかっていればいいんです、要は。そのセメ

ントの実際かかる材料が幾らとか、機械代が幾らとか。その小分けがわかってるかどう

か、認識されてるかどうかということを確認したいわけです。

○議長（中井 勝君） 山本建設課長。

○建設課長（山本 輝之君） 工程につきましては、業者と調整をしておりますので、あ

るんですけど、できとるんですけども、この設計につきましては、この台数をふやして

対応ということで、設計書はなっているということでございます。（「何台ふやした」

と呼ぶ者あり）ちょっと今……。

○議長（中井 勝君） 課長、内訳がわかってますかという問いですね。内容がわかっ

てますか。

○建設課長（山本 輝之君） はい。ちょっと、じゃあ、もう一回時間をいただきたいと
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思います。

○議長（中井 勝君） 暫時休憩します。

午後２時３６分休憩

午後２時４９分再開

○議長（中井 勝君） それでは、休憩を閉じ、会議を再開いたします。

では、答弁、山本建設課長。

○建設課長（山本 輝之君） 大変失礼いたしました。設計につきましては、設計基準に

基づきまして、しっかりさせていただいております。

先ほどの工期の件がございまして、説明の法方が大変まずいところがあって申しわけ

ございませんでした。設計上は、設計につきましては掘削土量でいっておりますので、

土量自体は説明しましたとおり変わっておりません。変わりませんけども、種別が変わ

りましたので、中硬岩等の分につきましては大型ブレーカーに変更を設計させてもらっ

て積算しとるということでございまして、先ほど台数をふやさせてもらいましたってい

うのは、それは企業努力でやるということで、設計上は土量ですので、土量で設計しま

すので、その歩１かりでしておりますので、そういうことで調整して今の設計というこ

とになっておりますので、よろしくお願いいたします。

○議長（中井 勝君） ありがとうございます。

そのほか、ないですね。

１５番、中村茂君。

○議員（15番 中村 茂君） 僕も工事は専門じゃありませんので、出た平料の中から

質問させていただきますが、この残土処分場ですけど、目標としては１３０万トンを入

れてくると、そういう予定です。今回の変更、計算すれば２割のアップなんですよね、

２割。すごい金額という気がしますよ、割合もだけど、金額も。だから、より慎重にな

るべきやと思うんだけど、この方法しかなかったのかなということ。

それは、大もとの１３０万トンに返るんだけど、このことをしなかったら、例えば入

れれる量が１００万トンなっちゃうと。全体的に１００万トンで済むっていうようなこ

とはないのかなと。だから、あくまでも１３０万トンで走らんといけなんだということ

なのかなと。その辺のちょっと答弁が欲しいなという気がします。

僕が見てる部分と、実際のこの部分が違うかわからんですけど、ずっと浜坂に出ると

きに、あそこは目に入りますからね、いつも見るんだけど、すごい岩盤が出て、こりゃ

いいなというの僕は思ったんです。要は、かたい岩盤だから、ありがたい違うかなと思

ったんだけど。今のこの部分において、軟岩が、かたい、かたい中硬岩って言いました

かいな、これはいいほうじゃなくて、悪いほうなんでしょうかね。だから、さっき言っ

た全体量のことと、中硬岩を、さわらんでもええというか、生かすようなことっていう

のはできなんだのかなという気がします。素人判断ですので、答弁ください。
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それと、以前、いつですかね、残土処分場の経営計画、令和２０年度までというやつ

を見させていただきました。歳入が５４平 ７２０万円、歳出が４７平 ０２０万円か、 

差し引き、要は６平 ７００万円が２０年後、これ、令和２０年には概算だけど、そう

いう収益になるという、この表があります。この中で、町の一般会計からの繰り出しと

いうか、それはなかったのかなと。これを見れば、使用料と借り入れ、借り入れは一般

単独こということの内容です。町の持ち出しなり、基金、今まで残土でためた基金の投

入とか、そんなことはなかったのかなということをちょっと改めて聞きたいと思います

し、この起この一般単独こで１３平 ２２０万円が上がってるんですけど、この部分の

起こ、歳出の起こ償還では７５％で計算されております。これ、一般単独この、要は起

こ充当の部分だと思うんだけど、ちょっと頭が、変わらんだけど、１００％で物事が、

いやいや１００％の必要性があって、７５％しか起こ認めてくれんでと、２５っていう

のはどっからどうして捻出すんのかなと。捻出されたもんっていうのは、当然、そこに

対して返済というか、償還していかんといけんと違うかなと。だから、その辺のちょっ

と、頭の中で処理できにくい部分あって、その辺の説明もしてほしいなという。以上で

す。

○議長（中井 勝君） 山本建設課長。

○建設課長（山本 輝之君） まず、１３０万立米を入れる残土処分場ということで計画

しておりまして、１００万を超える、どこまで超えるかまだわかりませんけども、１０

０万立米につきましては、浜坂道路Ⅱ期の工事の受け入れをするためのものと。それか

ら３０万立米につきましては、一般の公共事業、それが砂防とか急傾斜とか、県の事業

が多いわけですけども、それを引き続き受け入れていくというために、１３０万立米と

いうことでございます。

今の、道路の右側から入らせていただいております。左側にも小さい山がございます

けども、どちらがいいかということで、当初、設計のときに検討いたしました。まず、

右側が、初めに町道に近い部分を掘削しておりますけども、その土につきましては、既

に残土処分場の平面のところに、先ほどもちょっと言いましたけども真砂土をひかせて

もらって、⒈５メートル厚ですけども、それをひかせてもらって、地盤改良の機械が乗

るところをまず確保したということでございます。それから、山を削っていくとこで出

てきたものを、さらに堤体ですね、堤防として、調整池をつくる堤防のための残土とい

うことで、購入土より費用が少なく済むということで、山を切らせていただいたという

ものでございます。それで、今、道路をつくるために上の山から切り落としとるんです

けども、調査したところが当初は道路設計もございましたので、道路部分をボーッング

して調査したというものでございます。上のほうにつきましては、埋蔵文化財調査もあ

りましたことで、まず、道路のところを掘ったら道路の設計構造が出てくるということ

で、そこを掘削させていただきまして、岩の状況を見たと。それで、設計はさせてもら

いましたけども、山からおろしていく段階で、深いところで、かたい岩が出てきたとい
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うものでございます。その残土利用も含めて、右の山を削っていくということでさせて

もらったとこでございます。

金額的には大きいものが出ておりますけども、工期も浜坂Ⅱ期の工事のこともありま

して、できるだけ早くしたいというところもございまして、今の道路をつけておるとこ

ろを途中からやめてということになりますと工期も延びますし、堤体のほうに出します

と、今、洪水吐けの水路をつくっております。その水路をまたいろったり埋めたりしな

いといけないので、そちら側にすると、さらにまた擁壁を積んでいくというような工事

も出てきますし、今の山のとめの工事も出てきますので、結局、費用は大きくなるとい

うことございますので、今の工事のまま進めていくというものでございます。

それから、経営計画の関係でございます。経営計画では、今１トン当たり ７５０円

ということで仮の積算をしております。今の工事内容ですると、 ７５０円でしたら６

平 ７００万円。ここでは利益というような形で出しておりますけども、まだ詳細が出

ていませんので、まだ動いてるとこでございますけども、この表の中に一般会計の、先

ほどちょっとありましたけど、起こ、一般単独事業こを事業費の工事費の７５％借り入

れをしまして、それを返していくということでございまして、あとの２５％につきまし

ては、一般会計から出していただいておるということでございます。この表に一般会計

がないと、一般会計の繰り入れ、繰り出しがないということでございますけども、普通

会計ということで一般会計と同じものでございますので、ここではやりとりをすると事

業費が大きくなってきますので、そのやりとりはせずに、実際に借り入れをした部分だ

けの利子を上げるために、借り入れの分も上げていったということでございまして、一

般会計を入れるとまた事業費が大きくなるので、どっちみち歳入に入れて返していくと

いうことになりますので、それは省かせてもらったというものでございます。

基金取り崩しにつきましては、今の既存の基金がございます。どちらのほうも今、基

金につきましては、浜坂残土のほうで ６００万円ありますし、温泉残土で ４００万 

円程度ございます。これにつきましては、まず、今の既存の残土処分場を閉めていくた

めの工事が残っていますので、それに使うわけですけども、この新残土処分場の関係で

既に投平をしている部分がございます。その部分につきましては、この経営計画には上

げずに、今の使用料のみでこれがペイができるかっていうことを出したいがために、そ

の基金から今借りてる分っていうのはここに上げておりません。ということになります

ので、今のこの収入が入りましたら、今、基金から投平している分は戻るということに

なりますので、実質の利益がもとに戻ってくるということで考えていただきたいと思い

ます。以上でございます。

○議長（中井 勝君） あと、中硬岩を軟弱地に生かせなんだかっていう。中硬岩を生

かせなんだか。

○建設課長（山本 輝之君） 失礼しました。もう１点、中硬岩を生かすっていうことで

ございます。さっきの真砂土の件につきましては、今、地盤改良するところの部分に機
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械を据えるためにひいたということがありますし、堤体に使うことがございます。岩に

つきましては、粉砕しますので、その岩を使って、今度は場内の小さい谷がございます。

その谷の堰堤をつくりますので、それに利用するということですので、この量の中の大

体１割ぐらいは利用できない部分が出てきますけども、ほかのものにつきましては利用

していくということで設計をしております。以上でございます。

○議長（中井 勝君） １５番、中村茂君。

○議員（15番 中村 茂君） 何だか、ようわからんな。都合上、この収支計画は、土

量の使用料を主として計算したと、表をつくったと。だから、実際とは違いますよと、

いわば。実際、今、基金だとか繰り入れとか、そんなことをして事業を進めておるんだ

けど、最終点から見て、要は使用料を主として、精算するっていうかね、精算結果がこ

うですよと、精算見込みというかね、そういう説明なんだろうか。いや、まあそれはそ

れで、表に出す部分では、収支の分ではそういう方法もあるかもわからんけど、僕らが

見とるというか、最終はこういうふうにして使用料で賄うんだよっていうことはわかる

んだけど、今、実際動いてる中で、お金のやりとりがあって、それで、この事業量が膨

れるけえ、その一般会計はどうのこうのっていうようなことを書かない。それはもう使

用料の中に含んでる、数字的には、というふうに聞いたらええのかな。何だ、事業費が

ふえるから計上しないとか、何だ今そんな説明あったから、じゃあ、一体全体、現時点

におけるこの経営計画は何だいやという気になるんだけどな。特に、今の時期において

は、大きな補正が発生してる、２割の。こんな中で、こういう説明に伴う平料っていい

のかなという気がするし、あわせて、下タ山なり、温泉の十字谷の基金についても、今

言った金額よりは全然違うんだけど。一番新しい平料で、温泉地言のやつは１平 ４０

０万円で、それから下タ山が１平 １００万円か、小さい字だけど。今説明してくれた

話の中でも、もらってる平料からは見えない部分があるんだけど、それはどういうこと

なんだろうか。

工事のこの部分で言ったのは、１３０万トンをするために２平円からの補正をせんな

んのかどうか。例えば、それが１００万トンだったら、２平円のこれはせんでも、当初

の工事の内容でいけるよって言えるのか。その辺の検討っていうのは、もうあくまでも

１３０万トンは動かしようがないということで考えんといけんということなんでしょう

か。令和２０年っていうと、もう浜坂第Ⅱ期は終わっとる違うんかなという気はする、

予定だけど。それからいったら、もう少し残土の量を狭めても、低うしても、いけんの

かな。そっちからの見方で工事を考えたことはなかったのかなということも聞きたいと

思います。

○議長（中井 勝君） 山本建設課長。

○建設課長（山本 輝之君） 経営計画につきましては、既に支払いした部分も含めて年

次的に計画はつくっておりまして、それを集計した、合計したということで簡易的なも

のを出せていただいてますので、こういうことにしとります。

－２３－



この特別会計については、普通会計ベースでございますので、一般会計とのやりとり

は入れなかったということ、それから、歳入に上げても、同じ額を歳出に上げますので、

結局、事業費ばっかり大きくなるという意味で言わせてもらっております。

それから、１３０万立米でございますが、今、残土の１３０万立米のうちの１００万

立米を浜坂道路Ⅱ期ということで計画しておりますが、今、浜坂Ⅱ期は詳細設計を行っ

ております。その中で、さらに量が決まってきます。どちらかというと、多いほうで出

るんだろうという見込みはしとります。基本計画はもともとできるところまで同じ切っ

て、切った分を盛るというのが基本になります。トンネルがありますので今回は全部が

そうとはなりませんけども、基本的にはそういうことで、少ないほうで基本計画出てき

ますので、実際、詳細設計に当たりましては、橋梁部分の下の残土とかそういうところ

が出てきますので、多分ふえていくだろうとは思っておりますので、この１３０万立米

は減らせないということでございますし、今の山の掘削をやめますと、今の敷地内の道

路、場内道路がつくれなくなるということで、池に近づけると擁壁とかをしていかない

といけんようなるということで、また、ボーッング調査からしてかからんといけんとい

うことがありますし、今の山どめをしていかないといけないということがありますので、

事業費的にまたふえていくということがございます。ですので、今のこの道路をつけて

いくということで設計を進めてるとこでございます。以上でございます。

○議員（15番 中村 茂君） ３回目。

○議長（中井 勝君） １５番、中村茂君。

○議員（15番 中村 茂君） 結果的には、だから、１３０万立米はこれは死守せんと

あかんということ。はい。そういうことだったらそう言ってもらってよかったけど、何

だ、ようわからん。

それで、起この２５％については、どこにどうぶら下がっとんだろう。２５％の分の、

要は、何ていうんだ、その事業費というか、それはこの経営計画なり、全く、何ていう

んだろう、償還するものではないということでいいんですか。

それと、最終、これが、残土ができて、これだけの強度なり安全を求めてできた、法

上げされるやつというのは、まあどんな形でも利用はできるということでおったらええ

んでしょうかね。要は、跡地の利用ですわ。そんなことはちょっと想定外かもわからん

けど、これだけ投平して、いやいや何もできませんでっていうのはちょっと。だから、

そんな見込みで言える部分があれば言ってください。

○議長（中井 勝君） 田中副町長。

○副町長（田中 孝幸君） 起この充当をする７５％以外の２５％については、一般会計

から繰り入れをさせていただいて、起こを起こして事業費に充てると。結果として事業

が終われば、残った財源の２５％部分については、事業が引き続き何かするんであれば、

その財源をまた充当残のところに充てられますし、そうでなければ一般会計のほうに繰

り入れをするという形になろうかと思います。
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また、その跡地利用については、その状態になってみないとわからないんですが、ま

ず、今回の事業の目的っていうのは、浜坂道路Ⅱ期をしっかりとするための残土を受け

入れるということの目的でやっておりますので、その事業が終わった後に、その実際の

状況を見て、使えるものがあれば使う。事業目的は浜坂Ⅱ期道路の円滑な実施のための

事業でございますし、その財源については使用料で賄われるという形になりますので、

今の投平については使用料で回収されると考えております。

○議長（中井 勝君） そのほか。

９番、谷口功君。

○議員（９番 谷口 功君） １つだけ、ちょっと気になることを確認したいんですが、

県単の街路事業もそうなんですが、県事業との関連で、連携してやると。これは県と町

とが対等な関係だと思うんですよ。ところが、全て、何か県に従属して、聞くべきこと

もしっかり聞き取れていないと、あるいは明確にすべき内容が明確になっていないと。

何か、常に一歩下にいて従属している関係というふうに、断片的にしか聞こえないので、

その説明の内容がよく把握できていないんですが、その県と町との関係が余りにも従属

的で、県の指示を待っていると。県の指示を待っていないとわからないというような、

何かそういう事業の推進になっているのではないか。だから、街路についても、全容が

よくわからない。そして、この残土処分場もよくわからないと。下タ山のときにもそう

であったんですが、もう少し明確に県と交渉して、現時点で明らかにすべき内容は全て

明らかにするという努力をしてもらいたいなと。従属していなければならない関係なの

かということさえも言わなければならないほど、何か不安な要素が含まれているような

気がするんですが、いかがですか。

○議長（中井 勝君） 山本建設課長。

○建設課長（山本 輝之君） 確かに、対等な関係でないといけないということは思って

おります。私の説明の法方も、確かに悪いところがあると思いますけども、ここで報告

させていただくまでに、県と町と交渉内容があるわけですけども、確かにそこが抜けて

いるかもわかりません。一応、こちらの意見というものも出していただいて、協力して

もらうのは協力していただくという中での事業の推進ということでございます。

この新残土処分場につきましても、１３０万立米のうち１００万立米を超える部分に

なると思いますけども、県の工事で入れていただくということでございますけども、２

０年間の経営計画になってますけども、当初の、初めのうちの７年間でその分を、要は

利用料と使用料として返していただくという中で、事業費については返していただくと。

そして、町も協力して事業の推進を行うということで、また協力体制を組んでるという

ものでございます。

街路につきましても、ここで、最終的にはどうしても県の判断になりますので、町と

しての意見は言わせていただいておりますけども、最終的には、確かに県の事業という

ことになりますので県が最終決める部分もございますけども、街路事業につきましては、
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皆よく御存じのとおりで、都市計画によります街路でございますので、町の計画も入っ

てるというとこで町の負担金もあるということございますので、引き続き協議しながら、

鋭意進めてまいりたいと思っております。以上でございます。

○議長（中井 勝君） そのほか。

１１番、河越忠志君。

○議員（11番 河越 忠志君） 一応概要については、先日、井上副課長からも説明を受

けましたのでわかるんですけども、大きな金額でもあることで、この平料の１８ページ、

これは、今の平料でも同じものがあるのかな。ありますね、１１４ページですね。１１

４ページにこの変更前と変更後の断面があるんですけれども、これは設計当初のものと

今回のものなんですけども、これはどのようにつくられたかということをお聞きしたい

のと、それと、これ、土量の積算についてはいろんな方法があると思うんですけれども、

これを詳細なピッチで断面を描いていくのと、ざくっと描いていくのと、随分差がある

んですね。その中で、大きな金額に影響するとすれば、ある意味で細かな、実際にでき

たもの、掘削したものについては結果がわかってると思うので、それについては数量は

出せると思うんですけども、その結果、変更になる根拠となった断面がどの程度のピッ

チで算定されたのかなというのをちょっとお聞きしたいと思いますし、今回は大きく２

項目についてあると思うんですね。要は、地盤改良の部分での土質の改良剤、セメント

系の材料というものの増加、ここの部分と、掘削の土質の違いによる差というのがある

と思うんですけども、この大きく内訳としてどれぐらいあるのかということについて、

一応お尋ねしたいと思います。

○議長（中井 勝君） 山本建設課長。

○建設課長（山本 輝之君） この１１４ページの平料につきましては、Ａ３の１１１ペ

ージの堤体の横になります、ナンバー７プラス１⒎７８６のところの断面ということで

入れさせてもらっています。ちょっとピッチの数については今手元にございませんので、

調べさせていただきます。

それから、固化剤の数量につきましては、当初１万 ７００トンが、約 ８００トン 

ふえまして２万 ５００トンと、内訳でございます。

ちょっとピッチの数につきましては、お待ちいただきたいと思います。

○議長（中井 勝君） 暫時休憩します。

午後３時１９分休憩

午後３時２６分再開

○議長（中井 勝君） 休憩を閉じ、再開します。

山本建設課長。

○建設課長（山本 輝之君） 何回も時間をいただきまして、申しわけございません。

法面のかたさの調査ということでございますけども、シュミットロックハンマーでか
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たさを確認して、２０メーターピッチと変化点を出して設計をしてるということでござ

います。

それから、金額でございます。地盤改良工につきましては、税抜きでございますが１

平 ５３６万 ０００円と、場内道路工が ４４２万 ０００円ということで、委員会   

の追加平料で出させていただいとると思います。よろしくお願いいたします。

○議長（中井 勝君） １１番、河越忠志君。

○議員（11番 河越 忠志君） 今回の地形はかなり短い間隔で、山の状態の、切り土も

あったと思うんですけども、その中で、設計の段階でのこの断面については、先ほど、

ボーッングは道路のとこでっていうことをおっしゃったと思うんですけども、この想定

の絵はどうして描かれたのかなということが非常に、一つは疑問なんですね。

それと、実際に次の実施、変更後について、これについても、２０メーターという形

で断面、相当変化してるんじゃないかなと思うんですけども、それの平平の断面の中で、

その２０メーター１けて、次の断面と次の断面の平平のまた面積に対する２０メートル

１けて土量を出してということでは、かなりざっくりしているように私は感じるんです

けども、常日ごろ、土木の設計の中でのこの程度の山であれば、これが適当だろうとい

うことであればですけども、そのあたりについての検討っていうのは、ここでいいんじ

ゃないかっていうことについては、どのように判断されたのかお聞きできますでしょう

か。

もう一つ、地盤改良について、土質が悪かったから入れるということではあるんです

けども、今お聞きしたとこでは、もう１平 ０００万円ほどですから、それでいくと３

分の２ちょっと近いぐらいの割合を占めてるというとこの中で、４メートルとか５メー

トルぐらいのレベルで、⒈６メートルの直径のものを置きかえるということになったと

きに、セメントの量、セメントっていうか、要は混入材の搬入の中で、これ、土自体を

先ほどお聞きしてた中での、要は良質な土と置きかえることもできるんじゃないかなと。

そうすると、混入量っていうのは、随分、もとのままでもいいような土に置きかえるこ

とも可能ではないかなと思われるんですね。というのは、実際にはそこから改良してい

くので、上の部分っていうのは全部一度に混入できないですね。だから、底の部分から、

多分ケーソンを入れて中の上部を取って、底の部分、一定のメーター数部分について混

入しながら、上の、少しずつ積み上げていって、くいを形成するっていう形をとられる

んじゃないかなと思うんですけども、その工法が違えば別ですけども、上の部分だけ、

悪ければ違った土を置きかえて混入して、２２０キロニュートン／平米なり、５５０キ

ロニュートン／平米なりの強度をつくるっていうことは、単純に固化剤だけでの判断で

はなくって、可能ではないかなと思うんですけども、そういったことについては検討さ

れなかったんでしょうか。お聞きします。

○議長（中井 勝君） 山本建設課長。

○建設課長（山本 輝之君） まず、１１４ページの場内道路の横断面図ですけども、ボ
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ーッングは先ほど言いましたけども、道路のところでやっております。上の部分につき

ましては、掘削はしてませんけども、埋蔵文化財の関係で掘削した箇所で判断をしたと

いうこともございます。この想定線は、全体の中での想定してつくったということでご

ざいます。ボーッング結果と、それから埋蔵文化財のときの掘削の結果を見て想定した

というとこでございます。

それから、地盤改良の関係でございますけども、土の置きかえについては、私も検討

したどうか、ちょっと今覚えておりませんけども、設計時の調査したときに、固化剤の

添加量で、今回のは泥状にしてセメントを流し込んで、攪拌して行うということで、強

度を出すための数量を検証して、それでやったということでございまして、置きかえに

つきましては、今の段階ではちょっとはっきり申せませんけども、工期の関係やそうい

う中でどうなったかということもちょっと検証はしてませんけども、今は添加剤、強度

を、先ほどの、確保していくということで、設計はいたしとるとこでございます。

○議長（中井 勝君） 最後、１１番、河越忠志君。

○議員（11番 河越 忠志君） まずは、私が想定した工程、要はそこの部分を少しずつ

上に、要は底を固めながら上に上がっていくという考え方であれば、上の部分だけ置き

かえるというのは可能だというふうにお話ししたんですけども、それが可能かどうかで

あれば、今回も、工期のこともありますので、ストップということではないとは思うん

ですけれども、ただ、もしもこれが、土の入れかえであれば、例えば先ほどの岩が出た

云々ということから考えていけば、それを転用することさえあり得ると考えられるわけ

ですね。そうすると、混入量というのはもとのままよりももっと減らせるかもしれない

ということさえあり得る。そうすると、ここの１平 ０００万円という金額っていうの

は、ものすごく大きく変わってくる可能性があると思うんですね。そういったことであ

れば、これについてはもともと設計されたコンサルタントがいらっしゃると思いますし、

そこら辺あたりについては工法について幾らか検討されて、これが最もベストだと。我

々、設計、私も技術者ですので、土木の関係をやると、工法について幾つか工法選定し

ていく。それは費用対効果の面の中での検討であったり、工期を重視する検討であった

り、いろいろあるわけですけども、今回については何か余り工法検討されてなくて、要

は土質が悪かったから、それに対する結果の中で置きかえるということだけを、要は混

入量をふやすということだけを提案されたような感じが見受けられるので、これについ

ては契約後であっても、さらなる減額の検討ということは本町にとってもとてもプラス

だと思いますので、十分必要ではないかなと考えますので、これについては熟考をお願

いしたいと思います。以上です。

○議長（中井 勝君） 山本建設課長。

○建設課長（山本 輝之君） コンサルとはしっかり検討して今の工法になってると思っ

ておりますし、既に堤体についてはもう工事が終わっております。残りの部分がありま

す。その中では、また再度、検討してはみたいと思います。よろしくお願いします。
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○議長（中井 勝君） そのほか。

１番、池田宜広君。

○議員（１番 池田 宜広君） 課長、ちょっと確認だけをしておきます。当初計画で、

浜坂Ⅱ期工事が１００万立米程度は入るということで、それのプラスアルファで１３０

万立米の設定をされたということ。それと、１１４ページの新残土処分場の向かって右

から進入路をなッつくったかということは、左から進入路をつくろうと思うと、トンネ

ルの明かり部との関係上、高低差との関係上、どうでも右に、軟岩、硬岩が出ても、右

の搬入、進入路でないとだめだということの想定の上で右側に進入路を持っていった結

果、こういうふうになって追加も発生をしたというふうに、私は現地視察のときに聞い

たように覚えています。私は土木の専門家ではございませんので、強くはよう申しませ

んけれども、下がかたくなれば、間違いなく上にかかってくる土圧は少のうございます。

それだけは大体の方はわかってると思いますので、下を固めて、上の分は町の公共残土

でも入れるなり、多少の追加が出ても、そういうことはいたし方ないという想定でこれ

を組まれたという認識でよろしいでしょうか。

○議長（中井 勝君） 山本建設課長。

○建設課長（山本 輝之君） 受け入れ土量につきましても、そのとおりでございますし、

左側は確かにトンネルが出てくる山ですので、掘削はできなかったという部分もござい

ます。その言われるとおりでございますので、以上でございます。

○議長（中井 勝君） １番、池田宜広君。

○議員（１番 池田 宜広君） 今度、１１３ページの下段の括弧書きの中のＡからＣの

工区、ＤからＤの工区の数量を大体計算すると、２８％、左は、ＡからＣは。ＤからＤ

は大体４０％強のセメント量、固化剤が要ると思います。これは六価クロム対応の分で、

一般一りよりは倍ぐらいする想定の金額であろうと私が想定すると、約 ０００から 

０００トンぐらい、１平強から１平四、五千万円ぐらいは固化剤だけで要ると。それに

伴って、くい打ち機も増量したり、例えば土量で計算しとるのであれば、４の重機が

３台ということであれば、大体⒈３立米ぐらいになろうかと思います、１回の掘削で。

それを、９なりを入れていくと、１回掘削、２台入れていくと、９と９で⒈８に

なると。３の人間が法に２になって、人工数は減ってくるという想定で現場のほうは動

かれているのじゃないかなと私は思いますけれども、それも確認のため、確認をしてお

きたいと思います。

○議長（中井 勝君） 山本建設課長。

○建設課長（山本 輝之君） 添加量につきましては、約 ８００トンということでござ

いますので言われるとおりでございますし、機械につきましても、大型機械にかえたと

いうことで、はい、今のこの変更の額となっております。以上でございます。

○議長（中井 勝君） そのほか。

〔質疑なし〕
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○議長（中井 勝君） それでは、ないようです。

お諮りをいたします。質疑を終結し、討論を省略して採決したいと思いますが、御異

議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（中井 勝君） 異議なしと認め、採決をいたします。

本案を原案のとおり決定することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（中井 勝君） 異議なしと認めます。よって、本案は、原案のとおり可決され

ました。

・ ・

日程第１５ 議案第８０号

○議長（中井 勝君） 日程第１５、議案第８０号、教育委員会委員の任命同意につい

てを議題といたします。

上程議案に対する町長の提案説明を求めます。

西村町長。

○町長（西村 銀三君） 本件につきましては、現委員、田中幸吉氏は、令和元年１１月

２８日をもって任期満がとなるため、後任の任命について、地方教育行政の組織及び運

営に関する法律の規定により、議会の御同意をいただきたく、御提案申し上げるもので

あります。

教育委員会委員として、新たに、山本真氏をお願いいたしたく、御提案申し上げます。

山本真氏は、昭和３１年１月６日生まれで、現在６３歳でございます。昭和５４年４

月、宝塚市立仁川小学校を皮切りに教鞭をとられ、平成２４年４月からは香美町立香住

小学校の校長として４年間指導力を発揮され、平成２８年３月、退職されました。退職

後は、平成２８年度に１年間、香美町で指導主事として従事されております。３６年間

にわたる豊富な教員経験をお持ちであり、教育に対する造詣や熱意は非常に深く、教育

委員として適任と考え、御提案申し上げるところでございます。どうぞよろしくお願い

いたします。

○議長（中井 勝君） 説明が終わりました。

これから質疑を行います。

質疑はありませんか。ありませんか。

１番、池田宜広君。

○議員（１番 池田 宜広君） 改めて確認をしておきたいのですが、教育長も教育委員

の１人という認識でよろしいでしょうか。

○議長（中井 勝君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） 教育長も教育委員の１人であります。

○議長（中井 勝君） １番、池田宜広君。
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○議員（１番 池田 宜広君） 前任者というか、今まだ現職の方ですけど、田中幸吉委

員、湯村の方ですよね。今、宮口氏、大林氏、この山本氏になったとしましたら、浜坂

というウエートが強過ぎてこないのかなと。今までの傾向というか、傾向というのはあ

っていいのかどうかわからないですけれども、田中幸吉氏の後任なら温泉地言ですべき

じゃないかなと私は思うのですが、いかがでしょうか。

○議長（中井 勝君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） 私も一時そういう考え方を持っておりました。町は１つになっ

ているという経緯も踏まえた上で、人口バランス、旧浜坂、旧温泉、人口的にも浜坂が

多いのは事実であります。何ら問題はないと思って、今回、選ばせていただきました。

○議長（中井 勝君） 西村教育長。

教育長は教育委員ですか。

○教育長（西村 松代君） いいえ、違います。

○議長（中井 勝君） 違ったら、違うって言ってもらわんと困りますよ。

西村町長。

○町長（西村 銀三君） 発言を訂正させていただきます。教育長は、教育委員ではない

ということであります。申しわけありません。

○議長（中井 勝君） 改めて、１番、池田宜広君。

○議員（１番 池田 宜広君） 先ほど、バランスということを申されました。今、この

方が任命されますと、この方がどうこうというわけではございません。やっぱり温泉地

言に１名、浜坂地言がもう３名というバランスというのが、果たして２５％対７５％と

いう数字でいいますとなるのではないかなと。さきに私が確認したのは、教育長が教育

委員であれば、温泉地言の方だからいいかなというふうに私は思って、再度、認識が甘

かったら悪いので確認をさせていただいたまでなので、バランスという言葉が出た以上、

ある一定のバランスを全てに対してされるべきではないかなと私は思います。あくまで

も、この山本氏がどうこうというわけではございませんので、どうでしょうか。

○議長（中井 勝君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） 教育委員ではないわけですけど、実質、教育委員会の会議には

５名で構成されております。そう考えると、妥当ではないかなと考えております。

○議長（中井 勝君） そのほか。

１１番、河越忠志君。

○議員（11番 河越 忠志君） ただいまの質問された中での、ちょっと確認なんですけ

ども、私の認識では４名の教育委員さんがいらっしゃって、教育長を含めた５名で教育

委員会というものが構成されてると認識してるんですけれども、それについて正しいか

どうか、御確認をさせていただきたいと思います。

○議長（中井 勝君） 先ほど答弁しましたけど。

西村町長。
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○町長（西村 銀三君） そのとおりであります。

○議長（中井 勝君） ６番、中井次郎君。

○議員（６番 中井 次郎君） バランスの問題でありますけども、合併した以上は、も

う何年もたって、バランスをという話が出ること自体が、私は問題があると。全体のこ

とを考えてもらう教育委員であればええわけで、今さらそういうことを言われることに

ついては、今後はもうなしにしていただきたいと思います。

○議長（中井 勝君） 西村町長。

○町長（西村 銀三君） 合併して、１０月１日から１５年目に入ります。今の御意見を

踏まえた上で、適切な運営をやっていっていただきたいと思っております。

○議長（中井 勝君） 中井次郎議員、前を向いてください。

そのほか、質問はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（中井 勝君） ないようです。

お諮りをいたします。質疑を終結し、討論を省略して採決したいと思いますが、御異

議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（中井 勝君） 異議なしと認め、採決をいたします。（「選挙」と呼ぶ者あ

り）投票ということですか。（「投票」と呼ぶ者あり）１人。（発言する者あり）

それでは、これから採決を行います。ただいま２人の議員から投票表決の要求があり

ましたので、会議規則第８１条第１項の規定によって、投票により採決いたします。

この採決は、無記名投票で行います。

議場の出入り口を閉鎖します。（発言する者あり）

〔議場閉鎖〕

○議長（中井 勝君） 暫時休憩します。

午後３時４８分休憩

午後３時４８分再開

○議長（中井 勝君） 再開します。

ただいまの出席議員数は、議長を除く１５名です。

次に、立会人を指名します。会議規則第３２条第２項の規定により、立会人に７番、

重本静男君、１４番、竹内敬一郎君を指名します。

投票用紙を配付します。

〔投票用紙配付〕

○議長（中井 勝君） 念のために申し上げます。本案に賛成の諸君は賛成と、反対の

諸君は反対と記載願います。

なお、投票において、賛否を表明しない投票、賛否が明らかでない投票は、会議規則
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第８３条の規定により反対とみなします。

投票用紙の漏れはありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（中井 勝君） 配付漏れはなしと認めます。

投票箱を点検します。

〔投票箱点検〕

○議長（中井 勝君） 異状なしと認めます。

ただいまから投票を行います。事務局長が議席番号と名前を読み上げますので、順番

に投票願います。

○事務局長（仲村 祐子君） それでは、議席順に読み上げます。

〔事務局長点呼、議員投票〕

１番 池田 宜広君 ２番 太田 昭宏君 ３番 岩本 修作君

４番 阪本 晴良君 ５番 森田 善幸君 ６番 中井 次郎君

７番 重本 静男君 ８番 小林 俊之君 ９番 谷口 功君

10番 宮本 泰男君 11番 河越 忠志君 12番 浜田 直子君

13番 平澤 剛太君 14番 竹内敬一郎君 15番 中村 茂君

○議長（中井 勝君） 投票漏れはありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（中井 勝君） 投票漏れなしと認めます。投票を終わります。

開票を行います。重本静男君、竹内敬一郎君の開票の立ち会いをお願いいたします。

〔開 票〕

○議長（中井 勝君） 投票の結果を報告します。

投票総数１５票、賛成１５票です。

以上のとおり、賛成全員であります。よって、本案は、原案のとおり同意することに

決定しました。

議場の出入り口を開きます。

〔議場開鎖〕

・ ・

日程第１６ 請願第２号

○議長（中井 勝君） 日程第１６、請願第２号、教職員定数改善と義務教育費国庫負

担制度２分の１復元をはかるための、２０２０年度政府予算に係る意見書採択の要請に

ついてを議題といたします。

請願に対する委員会の審査報告を求めます。

中村総務委員長。
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○総務教育常任委員会委員長（中村 茂君） それでは、請願の審査報告を行います。

この件につきましては、委員会報告の中で詳しく申し上げたと思います。改めて報告申

し上げます。

請願審査報告書、本委員会に付託された請願を審査した結果、次のとおり決定したの

で、新温泉町議会会議規則第９３条の規定により報告いたします。

記。１、審査事件、請願第２号、教職員定数改善と義務教育費国庫負担制度２分の１

復元をはかるための、２０２０年度政府予算に係る意見書採択の要請について。令和元

年９月３日、総務教育常任委員会に付託。請願者、兵庫県美方郡新温泉町湯字大城１６

８４－２９、美方郡教職員組合執行委員長、朝野暢一（ちょういち）だと思います。

審査結果ですが、令和元年第９５回新温泉町議会定例会１日目、９月３日ですが、の

本会議において委員会に付託された事件であります。その後、会期中における審査事件

として、令和元年９月９日開催の総務教育常任委員会において審査を行いました。

本請願においては、子供たちの教育環境改善のため、教職員定数の改善、少人数学級

の推進及び教育予算の財源保障等を求めるものであり、当委員会は本請願の趣旨を妥当

と認め、全会一致で採択するべきものといたしました。

以上、報告とします。

○議長（中井 勝君） 委員長、ちょっとお待ちください。（発言する者あり）質疑。

委員長の報告終わりました。

審査報告に対する質疑がありましたらお願いします。

○総務教育常任委員会委員長（中村 茂君） 失礼しました。申請者の名前が間違って

いたようです。暢一（まさかず）さんだそうであります。

○議長（中井 勝君） ほかありますか。

〔質疑なし〕

○議長（中井 勝君） 委員長の報告終わりました。

お諮りをいたします。質疑を終結し、討論を省略し、採決したいと思いますが、これ

に御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（中井 勝君） 異議なしと認め、採決いたします。

この請願に対する委員長の報告は、採択です。この請願を委員長の報告のとおり決定

することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（中井 勝君） 異議なしと認めます。よって、この請願は、委員長報告のとお

り採択することに決定しました。

暫時休憩します。

午後４時００分休憩
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午後４時０２分再開

○議長（中井 勝君） 再開いたします。

・ ・

追加日程第１ 意見書案第５号

○議長（中井 勝君） お諮りいたします。ただいま意見書案第５号、教職員定数改善

と義務教育費国庫負担制度２分の１復元に関する意見書が提出されました。これを日程

に追加し、追加日程第１として、日程の順序を変更し、直ちに議題にしたいと思います

が、これに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（中井 勝君） 異議なしと認めます。よって、意見書案第５号を日程に追加し、

追加日程第１として、日程の順序を変更し、直ちに議題にすることに決定いたしました。

追加日程第１、意見書案第５号、教職員定数改善と義務教育費国庫負担制度２分の１

復元に関する意見書の提出についてを議題といたします。

本件に対する提出者の趣旨説明を求めます。

２番、太田昭宏君。

○議員（２番 太田 昭宏君） 失礼します。先ほど委員長からありましたように、教職

員定数改善と義務教育費国庫負担制度２分の１の復元に関する意見書が採択されました。

今の国の状況ですが、国の教育への公的支出は、ＯＥＣＤ加盟国３４カ国中、最下位

です。保護者の教育費の負担は大きく、また、よりきめ細かな指導を行うための少人数

学級の編制も進んでいません。さらに、県費負担教職員に対する国の負担が２分の１の

から３分の１へ引き下げられ、必要な教職員の定数改善も進んでいません。

詳しくはお手元の意見書のとおりです。よろしくお願いします。

○議長（中井 勝君） 提出者の説明は終わりました。

提出者に対する質疑がありましたらお願いします。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（中井 勝君） ありがとうございました。

質疑を終結し、討論を省略して採決したいと思いますが、御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（中井 勝君） 異議なしと認め、採決いたします。

別紙意見書案を原案のとおり決定し、政府関係機関に提出することに御異議ありませ

んか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（中井 勝君） 異議なしと認めます。よって、本件は、原案のとおり可決する

こととし、別紙意見書を政府関係機関に提出することに決定しました。

お諮りします。ただいま採択されました意見書第５号について、字句等の整理を要す

る場合は議長に一任願いたいと思いますが、これに御異議ありませんか。
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〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（中井 勝君） 異議なしと認めます。よって、字句等の整理を要する場合は、

議長において処置することに決定しました。

・ ・

日程第１７ 意見書案第２号

○議長（中井 勝君） 日程第１７、意見書案第２号、兵庫県警察組織の再編整備に関

する意見書の提出についてを議題といたします。

本案に対する提出者の趣旨説明を求めます。

１２番、浜田直子君。

○議員（12番 浜田 直子君） 失礼いたします。兵庫県警察組織の再編整備に関する意

見書案。

兵庫県警察組織の再編整備については、平成２９年５月に兵庫県警察本部長の諮問機

関として、次世代に向けた兵庫県警察の組織の在り方を考える懇話会が設置され、同年

１２月の同懇話会の答申を踏まえて組織の再編整備が進められている。同答申では、小

規模警察署は事務処理能力を強化するため隣接署と再編整備し、警部派出所は人員配置

の非効率性を解消するため廃止を含めて検討するとの方向が示されている。さらに、着

手する際は、県民の警察行政に対する理解が不可欠であり、効率性、合理性のみを追求

するのではなく、地言住民との関係にも十分な配慮が必要であり、そのため県民、関係

機関等と十分な意見調整を行うことを求めている。

このたび示された警察署再編整備計画骨子案によると、警部派出所の運用廃止が計画

されている。美方郡内は面積も広い上に高齢者が多く、警部派出所は重要な役割を果た

しており、今回の廃止計画は住民の不安を招いている。犯罪の高度化、複雑化、広言化

を初め、時代の変化に的確に対応し得る警察組織の再構築の必要性については理解でき

るところではあるが、住民生活の安全、安心の確保に重要な役割を果たしている小規模

警察署、警部派出所、交番及び駐在所の再編整備の検討に当たり、現状では関係自治体

や住民等への十分な説明や意見調整がなされているとは言いがたい状態である。

ついては、下記の事項の実現を強く求めるものである。

１、兵庫県警察組織の再編整備について、その全容を明らかにすること。２、関係自

治体住民や関係機関等との十分な意見調整を行い、再編整備を行うこと。３、美方郡内

の警察組織については現状を維持すること。

以上、地方自治法第９９条の規定に基づき、意見書を提出する。

○議長（中井 勝君） ちょっと待ってください。

提出者の説明は終わりました。

提出者に対する質疑ありましたらお願いします。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（中井 勝君） ありがとうございました。
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質疑を終結し、討論を省略して採決したいと思いますが、御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（中井 勝君） 異議なしと認め、これから採決に入ります。

別紙意見書案を原案のとおり決定し、兵庫県知事及び兵庫県議会議長に提出すること

に御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（中井 勝君） 異議なしと認めます。よって、本件は、原案のとおり可決する

こととし、別紙意見書を兵庫県知事及び兵庫県議会議長に提出することに決定しました。

お諮りします。ただいま採択されました意見書第２号について、字句等の整理を要す

る場合は議長に一任願いたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（中井 勝君） 異議なしと認めます。よって、字句等の整理を要する場合は、

議長において処置することに決定しました。

・ ・

日程第１８ 意見書案第３号

○議長（中井 勝君） 日程第１８、意見書案第３号、災害ボランティア活動に対する

支援制度の構築を求める意見書の提出についてを議題といたします。

本案に対する提出者の趣旨説明を求めます。

４番、阪本晴良君。

○議員（４番 阪本 晴良君） それでは、災害ボランティア活動に対する支援制度の構

築を求める意見書案につきまして、朗読をもちまして説明にかえさせていただきたいと

思います。

我が国は、大地震や火山噴火、豪雨災害などが相次ぐ災害の世紀を迎えている。災害

時の救援活動や復興に至る過程で、家屋の清掃や畳、家具の搬出、瓦れき処理のみなら

ず、要援護者宅への訪問介護や心のケア、傾聴ボランティアなど福祉的ニーズも高まっ

ており、多くの支援者の参画が欠かせない。今後、首都直下地震や南海トラフ巨大地震

など大規模な被害が予測される災害においては、過去の実績から、１日１０万人以上、

延べ ０００万人以上のボランティアが必要になるという専門家の見解も示されている。

それだけのボランティア数を確保するためには、遠隔地を含め、全国かつ長期にわたる

支援に頼る必要がある。しかし、各種の調査では、交通費や宿泊費の負担が支障となり、

災害ボランティアに参加できない人が多いことが明らかになっている。これらの負担を

軽減するため、これまで鉄道会額や航空会額などの独自割引制度や地方自治体によるボ

ランティアバス運行支援などの取り組みが官民において行われた事例がある。

よって、国におかれては、こうした動きをさらに広め、より多くの災害ボランティア

の参画に向けて、下記の事項に取り組まれるよう強く要望する。

１つ、交通費や宿泊費、ボランティア保険の割引等のボランティア活動に対する支援
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制度を実現すること。２つ、全国的な基金の創設など、災害ボランティアを額会全体で

支える法組みを構築すること。３つ目、大規模災害発生時に、額会福祉協議会の全国ネ

ットワークを生かした支援体制を構築するに当たり、都道府県額会福祉協議会及び市町

村額会福祉協議会の職員の派遣費用等の予算措置を行うこと。

以上、地方自治法第９９条の規定に基づき、意見書を提出する。令和元年９月２７日。

衆議院議長以下、そのような方々に宛てて送付させていただきたいと思います。以上で

す。

○議長（中井 勝君） 提出者の説明は終わりました。

提出者に対する質疑がありましたらお願いします。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（中井 勝君） 御苦労さまでした。

質疑を終結し、討論を省略して採決したいと思いますが、御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（中井 勝君） 異議なしと認め、これから採決に入ります。

別紙意見書案を原案のとおり決定し、政府関係機関に提出することに御異議ありませ

んか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（中井 勝君） 異議なしと認めます。よって、本件は、原案のとおり可決する

こととし、別紙意見書を政府関係機関に提出することに決定しました。

お諮りします。ただいま採択されました意見書第３号について、字句等の整理を要す

る場合は議長に一任願いたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（中井 勝君） 異議なしと認めます。よって、字句等の整理を要する場合は、

議長において処置することに決定しました。

・ ・

日程第１９ 意見書案第４号

○議長（中井 勝君） 日程第１９、意見書案第４号、下水道施設の改築に係る国庫補

助金の継続と予算の確保を求める意見書の提出についてを議題といたします。

本案に対する提出者の趣旨説明を求めます。

１２番、浜田直子君。

○議員（12番 浜田 直子君） 下水道施設の改築に係る国庫補助金の継続と予算の確保

を求める意見書案。

新温泉町では、合併前の旧町時代である平成５年度から下水道整備に着手し、その後、

兵庫県が提唱した生活排水９９％大作戦に基づき、強力に整備を進めてきた。平成２６

年度に処理場等の設備の長寿命化計画を策定し、平成３０年度まで計画的に改築更新を

進めているほか、本年度は下水道施設の老朽化状況を考慮し、優先順位をもって施設の
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点検、調査、修繕、改善を実施し、施設管理を最適化する目的でストックマネジメント

計画策定の取り組みを進めている。

このような状況の中、国の財政制度等審議会において、汚水処理施設に対する国の財

政支援は受益者負担の原則と整合的なものに見直していく必要があるとの指摘があり、

これを受けた国の平成３１年度予算では浸水対策及び未普及対策等に国庫補助が重点配

分され、老朽化した汚水処理施設の改築への国庫補助が削減されているところである。

今後も老朽化した汚水処理施設の改築への国庫補助が削減されれば、一般会計繰入金の

増額や下水道使用料の増額改定により必要な財源を賄わざるを得ず、必要な財源が確保

できなかった場合には、大規模自然災害発生時等において、汚水管の破損による汚水の

流出や道路陥没、土砂災害の発生、さらに下水処理の機能停止によるトイレの使用停止

などの事態が発生し、町民生活に重大な影響が及ぶことが懸念される。さらには、大規

模自然災害や日本海沿岸地震等の大規模地震はいつ起きてもおかしくない状況にある。

ついては、将来にわたって下水道サービスを確実に提供し、町民生活や額会経済活動

を守り、快適な暮らしを支えるとともに、自然災害へ備えるため、下記の事項に取り組

まれるよう強く求める。

１、下水道施設の改築に係る国庫補助制度を堅持すること。２、災害時の機能保全、

安全性確保の観点から、下水道施設の老朽化対策に必要な予算を確保すること。３、巨

大台風を初めとする自然災害や日本海沿岸地震等の大規模地震に備える事前防災の観点

から、防災・減災対策等に必要な予算を確保すること。

以上、地方自治法第９９条の規定により、意見書を提出する。

○議長（中井 勝君） 提出者の説明は終わりました。

提出者に対する質疑ありましたらお願いします。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（中井 勝君） 御苦労さまでした。

質疑を終結し、討論を省略して採決したいと思いますが、御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（中井 勝君） 異議なしと認め、これから採決に入ります。

別紙意見書案を原案のとおり決定し、政府関係機関に提出することに御異議ありませ

んか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（中井 勝君） 異議なしと認めます。よって、本件は、原案のとおり可決する

こととし、別紙意見書を政府関係機関に提出することに決定しました。

お諮りします。ただいま採択されました意見書第４号について、字句等の整理を要す

る場合は議長に一任願いたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（中井 勝君） 異議なしと認めます。よって、字句等の整理を要する場合は、
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議長において処置することに決定しました。

・ ・

日程第２０ 議員派遣について

○議長（中井 勝君） 日程第２０、議員派遣についてを議題といたします。

お諮りいたします。議員派遣につきましては、お手元に配付いたしました１件に派遣

することとしたいと思います。御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（中井 勝君） 異議なしと認めます。よって、議員派遣につきましては、お手

元に配付しましたとおり派遣することに決定しました。

・ ・

日程第２１ 委員会の閉会中における所管事務調査の申し出について

○議長（中井 勝君） 日程第２１、委員会の閉会中における所管事務調査の申し出に

ついてを議題といたします。

各常任委員会並びに議会運営委員会から、別紙のとおり閉会中における所管事務調査

の申し出が出されております。これを承認したいと思いますが、御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（中井 勝君） 異議なしと認めます。よって、閉会中の委員会における所管事

務調査は、申し出のとおり決定しました。

・ ・

○議長（中井 勝君） お諮りいたします。今期定例会の会議に付された事件は全て議

がいたしました。よって、会議規則第７条の規定により、本日をもって閉会したいと思

います。これに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（中井 勝君） 異議なしと認めます。よって、今期定例会は本日をもって閉会

することに決定します。

第９５回新温泉町議会定例会の閉会に当たり、一言御挨拶を申し上げます。

今期定例会は、去る９月３日の開会以来、本日まで、行政に当面する重要な課題及び

平成３０年度決算認定などを審議してまいりました。

審議に当たっては、議員各位の極めて熱心な審議により、それぞれ適切妥当な結論が

得られたものであり、その御精励に対し深く敬意を表しますとともに、心より厚くお礼

を申し上げる次第であります。

特に、今回提案されました平成３０年度決算認定につきましては、決算特別委員会に

付託をし、４日間にわたり審査をお願いをいたしました。この間、池田宜広決算特別委

員長並びに宮本泰男副委員長におかれましては、大変な御苦労を賜り、厚くお礼を申し

上げます。

また、町長を初め執行部の皆さんにおかれましては、誠意を尽くした説明をいただき
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深く敬意を表します。議会審議の過程での意見、特に決算審査において表明されました

意見並びに要望を十分尊重され、今後の町政運営に十分反映されますよう強く望むもの

であります。

結びに、議員各位並びに町当局におかれましては、町政進展のため御努力を賜ります

よう御祈念申し上げ、閉会の挨拶といたします。

町長挨拶。

西村町長。

○町長（西村 銀三君） ９月定例会の閉会に当たり、お礼の御挨拶を申し上げます。

今期定例会におきましては、私どもの提案させていただきました議案について、慎重

な御審議の結果、原案どおり御議決を賜り、厚く御礼を申し上げます。

議員各位におかれましては、鋭意御精励を賜り、終始精力的に御審議を賜りましたこ

と、重ねて御礼を申し上げます。

決算特別委員会、補正予算、さらには一般質問等で賜りました御意見、御提案を今後

の行政運営に反映すべく努力いたしたいと存じます。

終わりに、議員各位におかれましては、実りの秋を迎え、御多忙な時期ではございま

すが、御自愛いただきまして、ますますの御活躍をお祈り申し上げ、閉会に際しまして

のお礼の御挨拶とさせていただきます。まことにありがとうございました。

○議長（中井 勝君） 以上をもって本日の会議を閉じます。

これをもって第９５回新温泉町議会定例会を閉会いたします。御苦労さまでした。

午後４時２４分閉会

－４１－


